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ＩＣＴ活用工事の出来形管理等経費の積算に当たり、共通仮設費率等に補正

係数を乗ずるＩＣＴ補正の対象となる出来形管理手法、工種等を明確にした

上で、積算要領等に反映するなどしてＩＣＴ活用工事における費用の補正が

適切に行われるよう是正改善の処置を求めたもの 

　会計名及び科目　　一般会計　（組織）国土交通本省　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（項）地域連携道路事業費　等 

　　　　　　　　　　東日本大震災復興特別会計　（組織）国土交通本省　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（項）東日本大震災復興事業費　 

 

　部 局 等　　直轄事業　　10地方整備局等 

　　　　　　　　　　補助事業等　14都県 

 

　事業及び補助等　　道路法（昭和27年法律第180号）、都市公園法（昭和31年法

　の根拠　　　　　　律第79号）等 

 

　事 業 主 体　　直轄事業　　15国道事務所等 

　　　　　　　　　　補助事業等　都、県12、市町9 

　　　　　　　　　　計 　　 37事業主体 

 

　工 事 の 概 要　　ＩＣＴ活用工事実施要領等に基づき実施した工事 

 

　ＩＣＴ補正を行　　直轄事業　　300契約　 860億4993万余円（令和2～4年度） 
　って出来形管理　　 
　等経費を計上し    補助事業　　211契約　 231億4558万余円（令和2～4年度） 
　ていた契約件数　　 
　及び契約金額　　 

　　 

　上記のうちＩＣ　　直轄事業　　28契約　　 62億4781万余円　 
　Ｔ補正を誤り、　　 
　出来形管理等経    補助事業　　 5契約　　　5億4326万余円　 
　費を過大に積算　　 
　していた契約件　　 
　数及び契約金額 

　 

　上記契約の工事    直轄事業　　　　　　　　 56億8078万円　 
　価格の積算額　     
                    補助事業　　　　　　　　5億1689万余円　 
                    （国庫補助金等相当額　　2億5765万余円） 

 

　上記のうち低減    直轄事業　　　　　　　　　1億7420万円　 
  できた工事価格 
　の積算額          補助事業　　　　　　　　　   2310万円　 
                 　 （国庫補助金等相当額　　　　 1159万円）
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【是正改善の処置を求めたものの全文】 

 

ＩＣＴ（情報通信技術）活用工事の積算について 

（令和6年10月8日付け　国土交通大臣宛て） 

  標記について、会計検査院法第34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。 

 記

1 　ＩＣＴ活用工事の概要 

(1) ＩＣＴ活用工事の目的等 

　貴省は、平成28年4月以降、土工、舗装工、地盤改良工等の工種別に、ＩＣＴ施工技

術を全面的に活用する工事（以下「ＩＣＴ活用工事」という。）の実施要領及び積算要

領を順次策定して、直轄事業に適用している（以下、工種別のＩＣＴ活用工事の実施

要領を「実施要領」、同積算要領を「積算要領」という。）。ＩＣＴ活用工事については、

その導入により、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までのあらゆる

建設生産プロセスにおいて3次元データを一貫して使用することで建設現場における生

 産性及び安全性を向上させることが期待されている。

また、貴省は、29年6月に、地方公共団体においてもＩＣＴ活用工事に取り組めるよ

う、都道府県等に対して実施要領、積算要領等を参考送付している。都道府県等は、

これらを準用するなどしてＩＣＴ活用工事に取り組んでいる（以下、ＩＣＴ活用工事

を実施している国道事務所等、都道府県等を「事業主体」という。）。 

(2) ＩＣＴ活用工事の施工プロセス等 

　実施要領によれば、ＩＣＴ活用工事においては、原則として、施工プロセスにおけ

る①3次元起工測量、②3次元設計データ作成、③ＩＣＴ建設機械による施工、④3次
(注1)

元出来形管理等の施工管理、⑤3次元データの納品の各段階において3次元データを活

用することとされている。 

　また、実施要領によれば、ＩＣＴ活用工事については、受注者が、契約後にＩＣＴ

活用の具体的内容及び対象範囲について発注者又は監督職員へ協議を行い、協議が整
(注2)

った場合、工種ごとに定められた積算要領に基づき計上した経費によるなどして契約

変更を行うことなどとされている。 

（注1） 　ＩＣＴ建設機械　　作業装置先端の3次元座標を建設機械本体に搭載する
3次元設計データと比較した結果で作業装置の高さや傾きを自動制御
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し、又はモニターによりガイダンスする機能を備えた建設機械 
（注2）　 協議　　土木工事共通仕様書の規定に基づき、書面（協議書）により契

約図書の協議事項について発注者又は監督職員と受注者が対等の立
 場で合議し、結論を得ることをいう。

(3) 土木工事における工事費の積算 

　土木工事標準積算基準書等によれば、工事費は、図表1のとおり、直接工事費と間接

工事費を合算した工事原価に一般管理費等を加算した工事価格に、消費税等相当額を

加算して算定することとされている。 

 図表1　工事費の積算体系図

 

 

 

 

 

　間接工事費のうち共通仮設費は、直接工事費を基に算出した対象額に所定の共通仮

設費率を乗ずるなどして算定することとされている。また、現場管理費は、直接工事

費に共通仮設費を加えた純工事費を基に算出した対象額に所定の現場管理費率を乗ず

るなどして算定することとされている。そして、事業主体の積算担当職員は、土木工

事標準積算基準書等を基に積算を行っている。 

(4) ＩＣＴ活用工事における工事原価の積算 

　貴省は、ＩＣＴ活用工事を推進するためには、直接工事費についてだけではなく、

共通仮設費等の間接工事費についても、ＩＣＴ活用工事による費用の増加分を見込ん

だ適切なものとする必要があるとしている。そして、令和2年4月以降に入札契約手続

を開始するＩＣＴ活用工事については、土工等に係る積算要領によれば、3次元出来形

管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用（以下、これらの費用を「出来形管

理等経費」という。）を次のとおり計上することとされている。 

　すなわち、空中写真測量（無人航空機等によるもの）、地上型レーザースキャナー、

これらに類似するその他の3次元計測技術により3次元座標値を面的に取得する機器を

用いた出来形管理及び3次元データ納品（以下、これらを「3次元出来形管理等」とい

う。）を行った場合は、補正係数として、共通仮設費率に1.2、現場管理費率に1.1をそ

れぞれ乗ずるなどして計上する（以下、共通仮設費率及び現場管理費率を「共通仮設

直接工事費
純工事費

工事原価 共通仮設費

工事価格 間接工事費
工事費 現場管理費

一般管理費等

消費税等相当額
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費率等」といい、それぞれ補正係数を乗ずることを「ＩＣＴ補正」という。）。 

　一方で、3次元出来形管理等以外の、従来手法による出来形管理等（以下、これらを

「従来型出来形管理等」という。）やＩＣＴ建設機械の施工履歴データを用いた出来形

管理等を行う場合は、それらの出来形管理等経費は補正係数を乗じない共通仮設費率

等に含まれるため、ＩＣＴ補正は行わないこととなっている。 

　そして、土工、舗装工等の実施要領には、出来形管理手法として複数の手法が示さ

れているが、これらの中には、積算要領上、ＩＣＴ補正の対象となる手法と対象とな

らない手法がある（図表2参照）。 

 　図表2　土工の場合における出来形管理手法の記載（概念図）

  実施要領（令和4年度） 積算要領（令和4年度）
  

（出来形管理手法） （ＩＣＴ補正が適用となる出来形管理手法） 
  

 1）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 1）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 
 2）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 2）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 
 3）ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理  
 4）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理  
 5）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理  
 6）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出 3）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出

来形管理 来形管理 
 7）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出 4）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出

来形管理 来形管理 
 8）施工履歴データを用いた出来形管理（河床掘削）  
 9）施工履歴データを用いた出来形管理（地盤改良工）  
10）施工履歴データを用いた出来形管理（土工）  
11）その他の3次元計測技術を用いた出来形管理  

5）上記1）～4）に類似する、その他の3次元計測技術

を用いた出来形管理

(注)　実施要領のうち、3）～5）のＴＳ等を用いた出来形管理は、従来手法による出来形管理となっている

（3次元座標値を面的に取得することにより3次元出来形管理と評価できる場合もある。）。 

また、地盤改良工のように、実施要領に記載された出来形管理手法が施工履歴デー

タを用いた出来形管理のみとなっていることなどにより、ＩＣＴ補正の対象とならな

い工種もある。 

(5) ＩＣＴ補正による費用計上の周知 

貴省は、2年2月に、「令和2年度国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定」（以

下「改定資料」という。）を公表している。改定資料の周知事項のうち、「ＩＣＴ施工

における積算基準の拡充」には、ＩＣＴ施工に伴う出来形管理及びデータ納品に要す

る費用について、ＩＣＴ補正を新たに実施することが記載されている。一方で、改定

資料は、積算基準の改定項目の概要を端的に周知するための記載となっており、ＩＣ
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Ｔ補正を行わない出来形管理手法や工種があることまでは記載されていない。また、

改定資料は、新年度の積算要領等の変更点を周知するために、地方整備局等が実施す

る国道事務所等への説明会資料としても利用されるなどしている。 

　(6) 施工箇所が点在する工事における積算方法 

土木工事標準積算基準書等によれば、施工箇所が複数あり、施工箇所が1㎞程度を超

えて点在する工事（以下「点在型工事」という。）では、共通仮設費率等の補正につい

て、施工箇所ごとに設定することなどとされている。一方で、積算要領には点在型工

事の場合にＩＣＴ補正の要否を施工箇所ごとに判断する必要があることについては示

されていない。 

2 　本院の検査結果 

（検査の観点、着眼点、対象及び方法） 

本院は、合規性、経済性等の観点から、ＩＣＴ補正が適切に行われているかなどに着

眼して検査した。検査に当たっては、貴省本省、10地方整備局等管内の15国道事務所等
(注3) (注4)

及び14都県において、15国道事務所等、13都県及び9市町の計37事業主体が2年度以降に
(注5) (注6) (注7)

契約を締結してＩＣＴ活用工事として4年度末までに完了した計837契約、契約金額計16

13億4619万余円（直轄事業417契約、契約金額計1130億4032万余円、国庫補助事業等420

契約、契約金額計483億0586万余円、国庫補助金等交付額計267億1932万余円）のうち、

ＩＣＴ補正が行われていた32事業主体の511契約（直轄事業300契約、契約金額計860億4

993万余円、国庫補助事業等211契約、契約金額計231億4558万余円、国庫補助金等交付額

計124億2919万余円）を対象として、設計図書等の関係書類を確認するなどして会計実地

検査を行うとともに、調書の提出を受けてその内容を確認するなどの方法により検査し

た。 

（注3） 　10地方整備局等　　東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州
各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局 

（注4） 　15国道事務所等　　相武、新潟、岐阜、高山、奈良、鹿児島各国道事務
所、岩手、甲府、金沢、沼津、倉吉、松山各河川国道事務所、札幌、
釧路両開発建設部、南部国道事務所 

（注5） 　14都県　　東京都、青森、岩手、栃木、神奈川、長野、静岡、奈良、和
歌山、広島、山口、徳島、鹿児島、沖縄各県 

（注6） 　13都県　　東京都、青森、岩手、栃木、長野、静岡、奈良、和歌山、広
島、山口、徳島、鹿児島、沖縄各県 

（注7） 　9市町　　弘前、横浜、須坂、静岡、浜松、湖西、香芝、広島各市、足柄
上郡山北町 
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（検査の結果） 

検査したところ、次のような事態が見受けられた。 

(1) 従来型出来形管理等や施工履歴データを用いた出来形管理等を実施することなどと

しているのにＩＣＴ補正を行っていた事態（31契約　低減できた積算額　直轄事業

約1億6950万円、国庫補助事業等約2310万円（国庫補助金等相当額1159万余円）） 

14事業主体の31契約については、ＩＣＴ活用工事の実施に当たり、受注者との協議

に基づき、出来形管理等について、従来型出来形管理等や施工履歴データを用いた出

来形管理等を実施することなどとしていたのに、ＩＣＴ補正を行い、工事価格を過大

に積算していた。 

このうち、延べ9事業主体は、22契約について、改定資料を利用した説明会資料にＩ

ＣＴ補正を行わない出来形管理手法や工種があることが記載されていないことなども

あって、ＩＣＴ活用工事であればＩＣＴ補正を行うことができると誤認していた。 

また、延べ6事業主体は、9契約について、積算要領でＩＣＴ補正を行うこととされ

ている「5) 上記1)～4）に類似する、その他の3次元計測技術を用いた出来形管理」の

範囲が明確でないこと、積算要領におけるＩＣＴ補正の対象となる出来形管理手法と

実施要領における出来形管理手法との関係性が明確でないことなどによりＩＣＴ補正

の対象が分かりづらかったことから、9契約に係る出来形管理手法が3次元出来形管理

等に含まれると誤認していた。 

上記の事態について事例を示すと次のとおりである。 

＜事例＞ 

中部地方整備局高山国道事務所（以下「事務所」という。）は、令和2、3両年度に、

「令和2年度中部縦貫中切上切地区道路建設工事」を契約金額3億6300万円で実施してい

る。事務所は、受注者から土工について、ＩＣＴ活用の具体的な工事内容及び対象範囲

についての協議を受けて、ＩＣＴ活用工事として工事を実施しており、出来形管理等に

ついてはＴＳ等光波方式を用いたいとする口頭協議を受けて、事務所はこれにより実施

させていた。そして、工事費の積算については、同方式が積算要領記載の「5）上記1）

～4）に類似する、その他の3次元計測技術を用いた出来形管理」に含まれると誤認して、

ＩＣＴ補正を行って工事価格を3億3000万円と積算していた。 

しかし、事務所が実施させた同方式は、従来型出来形管理等であり、ＩＣＴ補正の対

象とならないものであった。 

したがって、出来形管理等経費の積算に当たり、ＩＣＴ補正を行わないこととして工

事価格を修正計算すると3億1900万円となり、工事価格3億3000万円との差額1100万円が

過大に積算されていた。 
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(2) 点在型工事において、3次元出来形管理等を行うこととなっていない施工箇所を含め

てＩＣＴ補正を行っていた事態（2契約　低減できた積算額　直轄事業約470万円） 

ＩＣＴ補正が行われていた点在型工事（13事業主体の61契約）のうち、2事業主体の

2契約については、一部の施工箇所でＩＣＴ活用工事を実施することとしていた。この

ため、実際に3次元出来形管理等を行う施工箇所に限定してＩＣＴ補正を行う必要があ

るのに、2事業主体は、積算要領に点在型工事の場合にＩＣＴ補正を行うことの要否を

施工箇所ごとに判断する必要があることについて示されていなかったことなどから、

全ての施工箇所を対象としてＩＣＴ補正を行うことができると誤認してＩＣＴ補正を

行い、工事価格を過大に積算していた。 

以上のとおり、ＩＣＴ補正を誤った計33契約の工事価格の積算額直轄事業計56億8078

万円、国庫補助事業等計5億1689万余円（国庫補助金等相当額計2億5765万余円）につい

て、ＩＣＴ補正を行わないこととするなどして修正計算すると直轄事業計55億0651万円、

国庫補助事業等計4億9375万余円（国庫補助金等相当額計2億4606万余円）となり、直轄

事業約1億7420万円、国庫補助事業等約2310万円（国庫補助金等相当額1159万余円）をそ

れぞれ低減できたと認められる（図表3参照）。 

 　図表3　低減できた工事価格（積算額）等

(注)　複数の理由に該当する事業主体があるため、事業主体数を合計しても計欄及び合計欄と一致しない。 

（是正改善を必要とする事態） 

事態
ＩＣＴ補正ができるとして
過大に積算していた理由

区分 事業主体名

直轄事業 8

相武、新潟、奈良各国道
事務所、岩手、金沢、倉
吉各河川国道事務所、札
幌、釧路両開発建設部

21

直轄事業 3
新潟、岐阜、高山各国道
事務所

5

直轄事業 169,520          

23,144           
(11,595)

(2)

積算要領に点在型工事の場
合にＩＣＴ補正を行う要否
を施工箇所ごとに判断する
必要があることについて示
されていなかったことなど
によるもの

直轄事業
松山河川国道事務所、札
幌開発建設部

直轄事業 174,270          

23,144           
(11,595)

2 2 4,750                       

合計 15 33
補助事業等

計 14 31
補助事業等

9

37,240                      

補助事業等 3 岩手、栃木、長野各県 4
19,694                      
(9,872)

事業
主体数
(注)

契約数
低減できた工事価格（積算額）
（うち国庫補助金等相当額）

（千円）

(1)

改定資料を利用した説明会
資料にＩＣＴ補正を行わな
い出来形管理手法や工種が
あることが記載されていな
いことなどによるもの

9 22

132,280                     

補助事業等 1 奈良県香芝市 1
3,450                       

(1,723)

積算要領でＩＣＴ補正を行
うこととされている出来形
管理の範囲が明確でないこ
となどによりＩＣＴ補正の
対象が分かりづらかったこ
とによるもの

6
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　　ＩＣＴ活用工事における出来形管理等経費の積算に当たり、従来型出来形管理等や施

工履歴データを用いた出来形管理等を実施することなどとしているのに、誤ってＩＣＴ

補正を行っていて工事価格が過大に積算されている事態は適切ではなく、是正改善を図

る要があると認められる。 

（発生原因） 

　　このような事態が生じているのは、事業主体において、積算要領等についての理解が

十分でないことなどにもよるが、貴省において、ＩＣＴ活用工事における出来形管理等

経費の積算に当たって、ＩＣＴ補正の対象となる出来形管理手法や工種、点在型工事に

おけるＩＣＴ補正の取扱いが明確化されていないなど、積算要領等がＩＣＴ補正の対象

について十分な理解を得られるものとなっていなかったこと、改定資料を利用した説明

会資料による周知内容が十分でなかったことなどによると認められる。 

3 　本院が求める是正改善の処置 

ＩＣＴ活用工事は、建設現場における生産性及び安全性の向上のため、今後も多数実

施されることが見込まれる。 

ついては、貴省において、ＩＣＴ活用工事における出来形管理等経費の積算が適切に

行われるよう、次のとおり是正改善の処置を求める。 

ア　ＩＣＴ補正の対象となる出来形管理手法、工種等を明確にした上で、ＩＣＴ補正を

 行う対象について十分な理解を得られるよう積算要領等に反映するなどすること

イ　監督職員、積算担当職員等の関係担当者間でＩＣＴ補正を行うことの要否の確認等

 が容易となるチェックリスト等を作成すること

ウ　ア及びイの内容を地方整備局等に周知徹底するとともに、地方整備局等を通じて地

方公共団体に対しても同様に助言すること 


